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北本市自治基本条例（懇話会報告、議案）対照表 
 

懇話会報告 議案 備考 
目次 

 前文 

 第１章 総則（第１条―第３条） 

 第２章 基本原則（第４条） 

 第３章 まちづくりの主体の権利と責務 

  第１節 市民（第５条・第６条） 

  第２節 議会（第７条・第８条） 

  第３節 市長等（第９条―第１１条） 

 第４章 市政運営（第１２条―第１７条） 

 第５章 自治の仕組み 

第１節 情報公開（第１８条―第２０条） 

第２節 参画・協働（第２１条―第２５条） 

第３節 住民投票（第２６条） 

 第６章 他団体との連携及び交流（第２７条） 

 第７章 実効性の確保（第２８条・第２９条） 

 附則 

 

 

 

目次 
 前文 
 第１章 総則（第１条―第３条） 
 第２章 まちづくりの基本原則（第４条） 
 第３章 まちづくりの主体の責務等 
  第１節 市民（第５条） 
  第２節 議会（第６条・第７条） 
  第３節 市長等（第８条―第１０条） 
 第４章 市政運営（第１１条―第１５条） 
 第５章 情報共有（第１６条・第１７条） 
第６章 参画及び協働（第１８条―第２４条） 

  
 
第７章 他団体との連携及び協力（第２５条） 

 第８章 実効性の確保（第２６条・第２７条） 
 附則 
 
 
 

全体 
・本則の各条文を整理したこ

とにより本則に合わせた章

名に整理した。 
懇話会報告（以下「報告」と

いう。）第３章部分 
・権利、役割などを包括的に

表現し、「責務等」とした。 
報告第５章部分 
・章名の「自治の仕組み」を

まちづくりの基本原則であ

る「情報共有」と「参画及び

協働」に改めた。 
報告第６章部分 
・国際交流に関する条文を本

則から削除したことから、規

定内容に合わせて、章名を

「交流」から「協力」に改め

た。 
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   前 文 

 私たちのまち北本市は、江戸時代初期に整備された

中山道が市域のほぼ中央を南北に走り、西端には、か

つて当地と江戸とを結ぶ舟運が発達した荒川が流れ

るまちです。 

 先人たちは、その中山道や荒川、武蔵野の面影を現

在に残す雑木林等、恵まれた立地条件と自然環境のな

かで、知恵と工夫と努力により、日々の生活を営みな

がら、歴史と文化と豊かな自然を現在に残してきまし

た。 

 私たちは、今、地方分権の時代を迎え、自らのこと

は自らが決し、その責任は自らが負うという原則のも

とに、市民主権の地方自治を確立し、誰もが安心して

生活できる個性豊かな自立したまちを拓いていくこ

とが求められています。 

 また、私たちは、一人ひとりが個人として尊重され、

安全を享受して安心して生活することができる「緑に

かこまれた健康な文化都市」の実現に努めるととも

に、先人たちが残してくれた豊かな自然を次世代へと

引き継いでいかなければなりません。 

 そのためには、市民はまちづくりの主役となり、市

と情報を共有して、自らの責任においてまちづくりに

参画し、市は開かれた市政運営と市民参画が可能な仕

組みづくりに努め、市民と市が協働してまちづくりを

 
私たちのまち北本市は、荒川や武蔵野の雑木林に代

表される自然環境に恵まれたまちです。 
私たちは、その恵まれた自然環境と石戸蒲ザクラを

はじめとする貴重な文化財や歴史を先人から受け継

ぎ、自治会等のコミュニティを組織してまちづくりを

進めてきました。 
 
 
 
今、地方分権の時代を迎え、私たちには、自らのこ

とは自らが決し、その責任は自らが負うという理念の

下に、市民主権の地方自治を確立することが求められ

ています。 
 
 
 
 
 
 
そのためには、市民はまちづくりの主役となり自ら

の責任においてまちづくりに参加し、市は開かれた市

政の確立と市民の参画が可能な仕組みづくりに努め、

市民と市とが情報を共有し、協働してまちづくりを進

 
・前文に記載されていること

が、本則に条文としてあり、

本則の条文に関する記述が

前文にも記載されるように

前文を改めた。 
・前文は、法令制定の由来、

趣旨、基本原理、制定者の決

意等を記載すべきものであ

ることから、本則に記載のな

い事柄について削除すると

ともに、前段のまちの歴史、

文化等の記述については簡

潔に整理した。 
・市民憲章と自然を後世に残

すべきという記述について

は、本則にはそれを示す条文

はなく、後段のこの条例を制

定する目的の記述と一致し

ていないため、削除した。 
・「参加」と「参画」の用語

の使用方法を整理するとと

もに、市民が行うべきこと、

市が行うべきことをそれぞ
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進める必要があります。 

  

 

 このような認識のもとに、私たちは、北本市におけ

るまちづくりの基本原則とその基本的な事項を明ら

かにし、誰もが安心して生活できる個性豊かな自立し

たまちをみんなの力で築くため、ここに北本市自治基

本条例を定めます。 

 

 

 

 

   第１章 総則 

 （目的） 
第１条 この条例は、誰もが安心して生活できる個性

豊かな自立したまちを実現するため、まちづくりに

関する基本的な事項を定め、まちづくりの主役であ

る市民の権利及び責務並びに議会及び市長その他

の執行機関（以下「市長等」という。）の役割及び

責務を明らかにするとともに、市民自らがまちづく

りに参加し、議会及び市と協働して住民自治を実現

することを目的とする。 
 
 

める必要があります。 
 
 
このような認識の下に、私たちは、北本市における

住民自治を確立し、誰もが安心して生活できる個性豊

かな自立したまちをみんなの力で築くため、この条例

を定めます。 
 
 
 
 
 
  第１章 総則 

 （目的） 
第１条 この条例は、北本市におけるまちづくりの基

本原則を明らかにするとともに、まちづくりの主役

である市民の権利及び責務、議会及び市長等の責務

並びにまちづくりに関する基本的な事項を定める

ことにより、まちづくりにおける市民の参加並びに

市民及び市の協働の推進を図り、もって誰もが安心

して生活できる個性豊かな自立したまちを実現す

ることを目的とする。 
 
 

れ記載し、情報を共有して協

働してまちづくりを進める

べきという記載に改めた。 
・報告の目的の条文に記載さ

れていた「まちの実現」と「住

民自治の実現」という２つの

条例制定の目的を整理し、前

文にこの条例制定の目的は

「住民自治を確立」して「ま

ち」を実現することにあるこ

とを記載した。 
 
 
・報告では、２つの目的が記

載されていた（「誰もが・・・・

まちの実現」「市民自ら・・・・

住民自治を実現」）ため、条

例を制定する目的を「誰もが

安心して生活できる個性豊

かな自立したまち」とし、本

則に記載する内容を記述し

た。住民自治の実現がひいて

は、あるべきまちの実現に寄

与するという考えの下に整
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 （この条例の位置付け） 
第２条 この条例は、市政運営における 高規範であ

り、他の条例、規則等の制定改廃に当たっては、こ

の条例を 大限に尊重しなければならない。 
  

 
 
 
 
 
 
 
（定義） 

第３条 この条例における用語の定義は当該各号に

定めるところによる。 
 
 
⑵ 参画 市長等が実施する施策や事業等の計画

策定、実施、評価等の各段階に市民が参加するこ

とをいう。 
⑴ 協働 市民及び市がそれぞれの役割と責任の

もとに対等の立場で共通の目標に向けて、協力す

 
 
 （この条例の位置付け） 
第２条 この条例は、北本市におけるまちづくりの

高規範であり、市は、他の条例、規則等の制定改廃

に当たっては、この条例を 大限に尊重しなければ

ならない。 
  
 
 
 
 
 
 
（定義） 

第３条 この条例において、次の各号に掲げる用語の

意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 
⑴ 市 議会及び市長等をいう。 
⑵ 市長等 市長その他の執行機関をいう。 
⑶ 参画 市長等が行う政策の企画立案、実施及び

評価の各過程に参加することをいう。 
 
⑷ 協働 対等の立場で共通の目標に向けて協力

することをいう。 

理を行った。 
 
・普通地方公共団体である北

本市の 高法規であるので

「北本市」と整理した。 
・「市政運営」及び「まちづ

くり」等の用語の整理を行

い、この条例について「北本

市におけるまちづくりの

高規範」とした。 
・この条例を 大限に尊重す

る主体として「市」を主語に

した。 
 
第１号及び第２号 
・この条例における「市」及

び「市長等」の定義を明確に

した。 
第３号及び第４号 
・第４条（基本原則）の整理

と併せて、③参画④協働の記

載順とした。 
・条文における規定内容を整

理し、文言の整理を行った。 
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ることをいう。 
⑶ コミュニティ 市民の生活の中にある、地域や

共通の関心によって自主的につながった連帯性

を持つ組織及び集団をいう。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   第２章 基本原則 

 （基本原則） 
第４条 
４ 市民及び市は、それぞれが持つまちづくりに関す

る情報を共有するものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   第２章 まちづくりの基本原則 
 
第４条 
 市民及び市は、それぞれが持つまちづくりに関す

る情報を共有するものとする。 

・「実施する・・・計画策定」

については、その文書の「実

施、評価等」へのかかり方が、

不十分なため、「実施す

る・・・計画策定」を包含す

る「政策の企画立案」と整理

した。 
報告第３号 
・「参画及び協働」の章でコ

ミュニティの活動と公益的

活動を分離し、条文をそれぞ

れ規定したことから「コミュ

ニティ」の定義は削除した。

コミュニティについては、特

別な字義を適用せず、一般的

な字義で条文中において使

用するため、特段の定義は設

けない。 
 
 
 
・市民の参画並びに市民及び

市の協働のためには、情報の

共有が前提条件であること
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２ 市民は主体的にまちづくりに参加するものとす

る。 
３ 市は市民の市政への参画の機会を保障し、市民の

意思を市政に反映させるものとする。 
  市民及び市は、それぞれの役割を踏まえ、協働し

てまちづくりを進めるものとする。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   第３章 まちづくりの主体の役割と責務 

    第１節 市民 

 （市民の権利と責務） 
第５条 市民は、市政に関する情報を知る権利、市政

に参画する権利及び行政サービスを等しく受ける

権利を有する。 

２ 市民は、まちづくりの主役であることを認識し、

積極的にまちづくりに参加するものとする。 
３ 市長等は、市民の意思を市政に反映させるため、

市民の参画の機会を保障するものとする。 
４ 市民及び市は、それぞれの責務を踏まえ、協働し

てまちづくりを進めるものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   第３章 まちづくりの主体の責務等 
    第１節 市民 
 （市民の権利及び責務） 
第５条 市民は、市政に関する情報を知る権利、参画

する権利及び行政サービスを等しく受ける権利を

有する。 

から、①情報の共有②市民の

まちづくりへの参加③市民

の参画の機会の保障④市民

及び市の協働によるまちづ

くり に記載順を改めた。 
第２項 
・市民はまちづくりの主役で

あることから、まちづくりへ

の参加については「主体的」

ではなく「積極的」に参加す

るものとし、第５条（市民の

権利及び責務）と併せて規定

を整理した。 
第３項 
・参画の定義（市長等が行う

ものに対する参加）から保障

する主体を「市長等」とした。 
 
 
 
報告第３項 
・「まちづくりの主役・・・

参画するとともに」は、まち

づくりの基幹となる部分で
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２ 市民は、納税の義務及び行政サービスに伴う使用

料等を負担する義務を果たさなければならない。 
３ 市民は、まちづくりの主役であることを認識し、

積極的にまちづくりに参画するとともに、市民相互

の連携に努めるものとする。 
（事業者の責務） 

第６条 
 
 
 
 事業者は、住環境に配慮し、地域社会との調和を

図るとともに、市民が安心して住むことができるま

ちづくりに寄与するよう努めるものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
    第２節 議会 
 （議会の責務） 
第７条 議会は、行政への監視機能を高め、市民福祉

２ 市民は、納税の義務及び行政サービスに伴う使用

料等を負担する義務を果たさなければならない。 
３ 市民は、市民相互の連携に努めるものとする。 
 
 
 
４ 市民の一員である事業者（以下「事業者」という。）

は、まちづくりに関し理解及び協力をするととも

に、地域社会との調和を図るよう努めるものとす

る。 
５ 事業者は、事業を行うに当たっては、住環境に配

慮し、市民が安心して住むことができるまちづくり

に寄与するよう努めるものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
    第２節 議会 
 （議会の責務） 
第６条 議会は、北本市の意思決定機関として、市民

あるため、より重要な第４条

第２項でまちづくりの基本

原則として規定することと

し、市民の責務としては、市

民相互の連携についてのみ

記載することとした。 
第４項及び第５項 
・事業者について、事業者も

市民であるという規定を設

けていなかったことから、市

民の条（第 5 条）に規定する

こととし、「市民の一員であ

る事業者」として、事業者に

も市民の権利及び責務があ

ることを示した。また、事業

者の責務として、市民の責務

の他に「まちづくりへの理解

及び協力」と「事業活動にお

ける住環境への配慮」の義務

を規定した。 
 
 
・議会の機能として、地方自

治法第９６条の意思決定機
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の向上に努めるとともに、市の意思決定機関とし

て、市民の意思が市政運営に反映されることを念頭

において活動しなければならない。 
 
 
２ 議会は、議会活動に関する情報を市民に分かりや

すく説明する責任を有するとともに、開かれた議会

運営に努めなければならない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （議員の責務） 
第８条 議員は、市民の信託に応え、公正かつ誠実に

職務を遂行しなければならない。 
 
 
 
 
 

の意思が市政に反映されるよう努めなければなら

ない。 
 
２ 議会は、市政運営への監視機能を高めるととも

に、市民の福祉の増進に努めなければならない。 
３ 議会は、議会に関する情報を市民に分かりやすく

説明する責務を有するとともに、開かれた議会運営

に努めなければならない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （議員の責務） 
第７条 議員は、市民の信託にこたえ、公平、公正か

つ誠実に職務を遂行しなければならない。 
 
 
 
 
 

関としての機能と法第９８

条や法第１００条の市長等

への監視機能がある。報告第

1 項では、これら２つの機能

について、１つの項で規定し

ていたが、２つの項に分けて

整理した。 
・「市政」及び「市政運営」

の用語を整理した上で条文

を整理した。 
○市政 議会と市長等が行

う。 
○市政運営 市長等が行う。

（市長の執行権に該当す

る部分（行政）） 
 
・市民から信託を受けた議員

は、北本市の利益を全体とし

て考え、「公平・公正」でな

ければならないことから市

長、職員の責務と整合させ、

「公正」を「公平・公正」に

改めた。 
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    第３節 市長等 
 （市長の責務） 
第９条 市長は、第４条の基本原則にのっとり、この

条例の目的達成のために必要な施策を講じなけれ

ばならない。 
２ 市長は、市政の代表者として市民の信託に応え、

公平、公正かつ誠実に市政を執行しなければならな

い。 
３ 市長は、市民に分かりやすい簡素で効率的な組織

を構築し、常に 少の経費で 大の効果をあげるよ

うにしなければならない。 
４ 市長は、職員を適切に指揮監督するとともに、そ

の能力と知識の向上を図らなければならない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （他の執行機関の責務） 
第１０条 市長を除く執行機関は、その職務に応じて

    第３節 市長等 
 （市長の責務） 
第８条 市長は、第４条に規定する基本原則にのっと

り、この条例の目的の達成のために必要な施策を講

じなければならない。 
２ 市長は、北本市の代表者として市民の信託にこた

え、公平、公正かつ誠実に市政運営に当たらなけれ

ばならない。 
３ 市長は、市民に分かりやすく、機能的かつ効率的

な組織を構築しなければならない。 
 
４ 市長は、職員を適切に指揮監督するとともに、そ

の能力及び知識の向上を図らなければならない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （他の執行機関の責務） 
第９条 市長を除く執行機関は、その職務に応じて市

 
第２項 
・地方自治法第１４７条の規

定を考慮し、市長は「北本市」

の代表者と規定した。 
法第１４７条 普通地方公

共団体の長は、当該普通

地方公共団体を統括し、

これを代表する。 
第３項 
・市長が「 少の経費で 大

の効果を挙げる」べきことに

ついては、第１２条の行政評

価（効率的かつ効果的な市政

運営）と第１５条の財政運営

及び財産管理（健全な財政運

営、財源の効果的かつ効率的

な活用）で同様の趣旨を規定

していることから、この項で

は、組織の構築に関すること

のみを規定した。 
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市長と同様の責務を負い、他の執行機関と協力して

市政運営にあたらなければならない。 
（職員の責務） 

第１１条 職員は、全体の奉仕者として、公平、公正

かつ誠実に職務を遂行しなければならない。 
２ 職員は、常に研鑚に努めるとともに、職員相互に

連携、協力するものとする。 
３ 職員は、自ら積極的に市民と連携し、まちづくり

に取り組まなければならない。 
   第４章 市政運営 

 （総合計画等） 
第１２条 市は、この条例の基本原則に沿って、総合

的かつ計画的な市政運営を図るための基本構想及

びこれを実現するための計画（以下「総合計画」と

いう。）を策定し、総合計画に基づく市政運営を行

わなければならない。 
 
 
 
 （行政評価） 
第１３条 市は、効果的かつ効率的な市政運営を行う

ため、客観的な行政評価を実施し、その結果を政策

の決定、予算編成及び総合計画の進行管理に反映さ

せるよう努めなければならない。 

長と同等の責務を負い、他の執行機関と協力して市

政運営に当たらなければならない。 
（職員の責務） 

第１０条 職員は、全体の奉仕者として、公平、公正

かつ誠実に職務を遂行しなければならない。 
２ 職員は、常に研鑚に努めるとともに、職員相互に

連携し、及び協力しなければならない。 
３ 職員は、自ら積極的に市民と連携し、まちづくり

に取り組まなければならない。 
   第４章 市政運営 
 （総合計画等） 
第１１条 市は、第４条に規定する基本原則にのっと

り、総合的かつ計画的な市政運営を図るための基本

構想及びこれを実現するための計画（以下「総合計

画」という。）を策定しなければならない。 
２ 市長等は、総合計画に基づく市政運営を行わなけ

ればならない。 
 
 
 （行政評価） 
第１２条 市長等は、効果的かつ効率的な市政運営を

行うため、行政評価を実施し、その結果を市政運営

に反映させるよう努めなければならない。 
 

 
 
第２項 
・規定の末尾を「ければなら

ない」に統一した。 
 
 
 
 
 
・基本構想の策定について

は、地方自治法の規定によ

り、議会の議決を得る必要が

あることから、主語を「市」

のまま後段と条文を分離し、

総合計画にもとづく市政運

営を「市長等」が行うものと

して整理した。 
 
第１項 
・行政評価を行う主体は「市

長等」である。 
・「客観的な」については、

削った。市民の参画を得て、

さん 
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２ 市は、行政評価の結果を市民に分かりやすく公表

するとともに、市民が意見を述べる機会を設けなけ

ればならない。 
３ 前２項に規定する行政評価に関し、必要な事項

は、別に条例で定める。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（行政手続） 

２ 市長は、行政評価の結果について、市民に分かり

やすく公表するとともに、市民が意見を述べること

ができる機会を設けなければならない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （行政手続） 

行政評価を行うことは、第３

条第１項の「参画」の定義と、

第４条第３項の基本原則か

ら導き出されることから、こ

こに殊更標記することはな

いと整理した。 
・「政策・・・進行管理」に

ついては、「市政運営」と整

理した。 
第２項 
・「結果を」を「結果につい

て」とし、「公表する」と「設

けなければ・・・」の両方に

「結果」がかかるように文言

を整理した。 
第３項 
・行政評価については、一定

の方法を条例で定めること

が困難であることから、その

都度検討し、 良の方法によ

り市民の参画を得て行うよ

う整理を行った。 
 
・行政手続を行う主体は、「市
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第１４条 市は、行政処分その他の手続について、別

に条例で定めるところにより、公正の確保と透明性

の向上に努めるとともに、市民の権利利益を保護し

なければならない。 
 
 
 
 
 （説明責任） 
第２０条 市は、市が実施する施策や事業等の計画策

定、実施及び評価にあたり、まちづくりに関する制

度、施策及び情報について、その内容や必要性等を

市民に分かりやすく説明しなければならない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（健全な財政運営） 

第１５条 市長は、中長期的な財政見通しの下に、財

第１３条 市長等は、処分その他の行政手続につい

て、市政運営における公正の確保と透明性の向上を

図り、市民の権利利益を保護しなければならない。 
 
２ 処分その他の行政手続に関し必要な事項につい

ては、別に条例で定める。 
 
 
（説明責任） 

第１４条 市長等は、政策の企画立案、実施及び評価

に当たり、その内容、必要性等を市民に分かりやす

く説明しなければならない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （財政運営及び財産管理） 
第１５条 市長は、中長期的な財政の見通しの下に、

長等」である。 
・別に条例で定める部分につ

いては、同様の規定を持つ事

項で統一して整理した。（第

１３、１６、１７、１８、２

０、２４条） 
 
 
・市政運営における説明責任

の主体は、「市長等」である

ため、そのように改めた。 
・「市が実施・・・計画策定」

は、第３条第１号の「参画」

の定義の内容と併せて「政策

の企画立案」と整理した。 
・「まちづくり・・・情報に

ついて」は、削除が可能な内

容となっており、規定するこ

とにより、逆に限定的に解さ

れることが考えられること

から、削除した。 
 
・規定内容の類似性から、報

告第１５条から第１７条ま
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源の効率的かつ効果的な活用を図り、健全な財政運

営を行わなければならない。 
２ 市長は、自立した市政運営の推進のために、財源

の確保に努めなければならない。 
 
 （財産管理の原則） 
第１６条 市長は、市が保有する財産の適正な管理及

び効率的な運用に努めなければならない。 
 （財政状況等の公表） 
第１７条 市長は、財政の計画、予算の執行状況及び

財産の保有状況を分りやすく公表しなければなら

ない。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健全な財政運営を行わなければならない。 
 
２ 市長は、自立的な財政基盤の強化に努めるととも

に、財源の効果的かつ効率的な活用を図らなければ

ならない。 
 
３ 市長等は、北本市が保有する財産の適正な管理及

び効率的な運用を図らなければならない。 
 
４ 市長は、財政状況及び財産の保有状況を分かりや

すく公表しなければならない。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

でを１つの条にまとめた。 
第１項及び第２項 
・報告第１５条第１項及び第

２項について、「健全な財政

運営」と「財政基盤の強化・

財源の効率的な運用」の規定

に条文を整理し、再構成し

た。 
第３項 
・財産管理の主体は、市長と

教育委員会（地教行法）であ

ることから、主語を「市長等」

とした。 
・「市」については、「議会と

市長等」であることから、こ

この市は、普通地方公共団体

としての市であると整理し

第２条等と同様に「北本市」

と表記した。 
・「努め」について、この条

文では第３項だけこの表現

であり、努力規定にとどめて

おく必然性がないことから

「図ら」に規定を整理した。 
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   第５章 自治の仕組み 

    第１節 情報公開 

 （情報の公開と共有） 
第１８条 市は、別に条例で定めるところにより、市

民の知る権利を保障し、保有する情報を公開しなけ

ればならない。 
 
 
２ 市は、参画及び協働によるまちづくりを推進する

ために、積極的に情報発信を行い、市及び市民がま

ちづくりに関する情報を共有できるよう努めなけ

ればならない。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第５章 情報共有 
 （情報の公開及び発信） 
第１６条 市は、市政に関する市民の知る権利を保障

し、保有する情報を公開しなければならない。 
 
２ 市が保有する情報の公開に関し必要な事項につ

いては、別に条例で定める。 
３ 市は、市民の参画及び市民との協働によるまちづ

くりを推進するため、積極的に情報の発信を行わな

ければならない。 
 
 
 

第４項 
・ 「財政の計画、予算の執

行状況」を「財政状況」

と整理し、「財産の保有

状況」と対になるように

整理した。 
 
 
 
 
 
 
 
第１項 
・北本市情報公開条例の第１

条目的の規定を参考に、「市

政に関する」を加えた。 
第２項 
・情報公開に関する具体的な

内容については、個別に条例

で定める旨の規定を設け、整

理した。 
第３項 
・情報共有の原則は、市民、
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（個人情報の保護） 
第１９条 市は、別に条例で定めるところにより、保

有する個人情報の開示、訂正、削除又は目的外利用

等の中止を請求する市民の権利を保障するととも

に、個人の権利及び利益を守るため、個人情報を保

護しなければならない。 
 
  
 

 

 

    第２節 参画・協働 

 （参画・協働の推進） 
第２１条 市は、市が実施する施策や事業等の計画策

定、実施及び評価の各過程において市民参画を推進

しなければならない。 

 
 
 
 
 
  
 
 
（個人情報の保護） 
第１７条 市は、個人情報の適正な取扱いに関し必要

な事項を定めるとともに、保有する自己に関する個

人情報の開示、訂正等の権利を保障することによ

り、公正な市政運営を確保し、市民の基本的人権を

擁護しなければならない。 
２ 個人情報の適正な取扱い及び市が保有する自己

に関する個人情報の開示、訂正等に関し必要な事項

については、別に条例で定める。 
 
 
第６章 参画及び協働 

 （参画及び協働の推進） 
第１８条 市長等は、市民の参画を推進しなければな

らない。 
 

議会、市長等の３者によるも

のであり、情報発信の部分だ

けに情報共有に関する規定

を置くのは不適切であると

いう観点から、情報共有に関

する規定を削った。情報共有

については第４条第１項に

基本原則に規定がある。 
 
・北本市個人情報保護条例の

第１条目的の規定を参考に、

規定の整理を行った。 
・この条では、①個人情報の

適正な取扱いに関すること

②保有する自己に関する個

人情報の開示、訂正等の請求

権について、個別条例によ

り、市民の基本的人権の擁護

を行うと整理した。 
 
 
第１項 
・この条における参画及び協

働の推進主体を「市長等」と
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２ 市は、協働を推進するにあたり、市民の公益的活

動を積極的に支援するよう努めるものとする。この

場合において市の支援は、市民の自主性を損なうも

のであってはならない。 
３ 市民参画の具体的な方法及び協働の推進に関す

る事項については、別に条例で定める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 市は、市民と協働し、まちづくりを推進しなけれ

ばならない。 
 
 
３ 市民の参画並びに市民及び市の協働によるまち

づくりの推進に関し必要な事項については、別に条

例で定める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

して整理した。参画の保障主

体が市長等となることから。 
・第３条第１号の「参画」の

定義に基づき案文を整理し

た。 
第２項 
・報告第２項は、協働したま

ちづくりの推進における公

益的活動に対する市長等の

補助を定めたものである。こ

れは、個別の施策に関する記

載となるため、後述の第２３

条に移動した。 
・市長等による市民の参画の

推進規定を設けるのであれ

ば、市の市民との協働による

まちづくりの推進規定も設

けるべきであるため、協働に

関する市の推進義務を新た

に規定した。 
第３項 
・参画・協働の具体的な内容

については、個別に条例で定

める旨の規定を設け、整理し
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 （審議会等） 
第２２条 市長は、審議会等の委員を委嘱しようとす

るときは、その委員の一部を公募により選任するよ

う努めなければならない。 
 
 
 
 
 
 
 （市民意見提出制度） 
第２５条 市は、別に条例で定めるところにより、政

策の立案、計画の策定及び条例の制定で重要なもの

について市民が市政に参画し、意見を述べることが

できる機会を保障しなければならない。 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 （附属機関等の委員の選任） 
第１９条 市長等は、附属機関及びこれに類するもの

の委員の選任をするときは、その委員の一部を公募

により選任するよう努めなければならない。 
 
 
 
 
 
 
 （パブリック・コメント手続） 
第２０条 市長等は、重要な計画の策定及び条例の制

定に係る案について、パブリック・コメント手続を

実施し、市民が意見を述べることができる機会を保

障しなければならない。 
２ パブリック・コメント手続に関し必要な事項につ

いては、別に条例で定める。 
 
 
 
 
 
 

た。 
 
・見出しについて、規定内容

を踏まえて、適切な見出しに

付け替えた。 
・「審議会等」の表現につい

て、第１０条に規定している

執行機関に関連した概念で

ある附属機関（地方自治法

上）と整理し、規定を調整し

た。 
 
・見出しについて、一般的な

表現となってきている（他団

体の規定を参照）パブリッ

ク・コメント手続とした。 
・「政策の立案」については、

対象となる立案の対象が曖

昧になる上、計画の策定と条

例の制定もこの政策の立案

に含まれる概念であること

から、規定を削り、パブリッ

ク・コメントを行うべき事項

について規定をした。 
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 （意見、要望等への対応） 
第２４条 市長等は、市民による市政への意見、要望

等があったときは、その内容について必要な調査を

行い、迅速かつ適切に対応するものとする。 
（コミュニティ活動の推進） 

第２３条 市長等は、活力のある地域社会の実現に寄

与する自治会活動その他のコミュニティの活動の

推進を図るため、必要な施策を講じなければならな

い。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
（意見、要望等への対応） 

第２１条 市長等は、市民による市政への意見、要望

等があったときは、その内容について必要な調査を

行い、迅速かつ適切に対応しなければならない。 
 （コミュニティの活動の支援） 
第２２条 市長等は、地域に根ざした自治会その他の

コミュニティの活動の役割を認識し、その活動を促

進するための適切な施策を講じなければならない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・パブリック・コメント手続

の具体的な内容については、

個別に条例で定める旨の規

定を設け、整理した。 
 
 
・見出しについて、コミュニ

ティ活動を推進する主体は、

それぞれのコミュニティで

あることから、市長等が行う

ことについては、それらの

「支援」と整理した。 
・「活力のある地域社会の実

現」と唐突に出てくる表現を

整理し、市長等は、コミュニ

ティの活動の役割を踏まえ

て、その活動を推進するため

の適切な施策を講ずること

とした。 
・コミュニティ（広辞苑） 
 一定の地域に居住し、共属

感情を持つ人々の集団。地域

社会。共同体。 
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第２１条 
２ 市は、協働を推進するにあたり、市民の公益的活

動を積極的に支援するよう努めるものとする。この

場合において市の支援は、市民の自主性を損なうも

のであってはならない。（再掲） 
 

 

 

 

 

 

 

    第３節 住民投票 

 （住民投票） 
第２６条 市は、市政に関し住民の意向を聴くべき重

要な案件が生じたときは、当該案件に関する住民投

票を実施することができる。 
 
 
 
 
 
 

 （公益的活動の支援） 
第２３条 
 市長等は、市民の公益的活動を積極的に支援する

よう努めなければならない。この場合において、市

長等の支援は、市民の自主性を損なうものであって

はならない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
（住民投票） 

第２４条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場

合は、住民投票を実施するものとする。 
⑴ 法令の定めるところにより、選挙権を有する者

の総数の５０分の１以上の者の連署をもって、そ

の代表者から住民投票に関する条例の制定の請

求があり、当該条例が議決されたとき。 
⑵ 法令の定めるところにより、議会の議員から議

員定数の１２分の１以上の者の賛成を得て住民

投票に関する条例の発議があり、当該条例が議決

 
・市民の公益的活動の支援

は、コミュニティの活動の支

援と同時に行われるべきも

のと整理し、報告第２１条第

２項からこの位置に移動し

た。 
・支援主体は、「市長等」で

ある。 
・「ものとする」という文尾

について全体的な統一を図

るため「なければならない」

とした。 
 
 
第１項 
・住民投票の発議は、その法

制度上、市民、議会及び市長

等のそれぞれが発議できる

こととなっている。まちづく

りは、市民、議会及び市長の

３者で行うべきものとして

いるため、それぞれが発議で

きるケースを各号にまとめ
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３ 住民投票ができる者の資格その他住民投票の制

度及び実施に必要な事項については、それぞれの事

案に応じ、別に条例で定める。 
２ 市長は、住民投票を行うときは、その目的をあら

かじめ明らかにするとともに、その結果を尊重する

ものとする。 
 

 

 

   第６章 他団体との連携及び交流 

 （他団体との連携及び交流） 
第２７条 市は、広域行政の推進及び共通する課題解

決のために、国、県及び他の地方公共団体との連携

に努めなければならない。 
２ 市民及び市は、様々な分野の活動、交流等を通じ

て、市外の人々や他の国の人々の知恵や意見をまち

づくりに活用するよう努めるものとする。 
 

 

 

 

されたとき。 
⑶ 市長が自ら住民投票に関する条例を発議し、当

該条例が議決されたとき。 
２ 住民投票の実施に関し必要な事項については、そ

れぞれの事案に応じ、前項の条例で定める。 
 
３ 市民及び市は、住民投票の結果を尊重しなければ

ならない。 
 
 
 

 
第７章 他団体との連携及び協力 

 
第２５条 市は、共通する課題の解決のため、国及び

他の地方公共団体との連携及び協力に努めなけれ

ばならない。 
 
 
 
 
 
 
 

て列記し、規定を整理した。 
第２項 
・住民投票条例について、個

別の条例を設けて、その詳細

を定める旨の規定である。 
第３項 
・住民投票の結果は、市長だ

けが尊重するものではなく、

市民及び議会も尊重し、その

内容を共有すべきであると

いう考えの下、規定を調整し

た。 
 
 
・「広域行政の推進」につい

ては、その内容により促進す

べきものとすべきでないも

のもあるため、画一的な規定

となる本条からは削除した。 
・県も地方公共団体の１つで

あることから、「国及び他の

地方公共団体」と整理した。 
・連携するだけでなく共に協

力し、共通する課題の解決に
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   第７章 実効性の確保 

 （北本市自治基本条例審議会） 
第２８条 市に、北本市自治基本条例審議会（以下「審

議会」という。）を置く。 
 
２ 審議会は、市長の諮問に応じ、この条例に関する

事項について調査審議する。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   第８章 実効性の確保 
 （北本市自治基本条例審議会） 
第２６条 市長は、この条例を守り育て、適切なまち

づくりの推進を図るため、北本市自治基本条例審議

会を設置する。  
２ 北本市自治基本条例審議会は、市長の諮問に応

じ、次に掲げる事項について調査審議する。 
 ⑴ この条例の適切な運用に関すること。 
⑵ この条例の見直しに関すること。 

努めるほうが望ましいとい

う観点から、「及び協力」を

追加した。 
・市外の人々との交流は、市

民の責務を果たした上で望

まれるものであり、高次元の

規定となっていること、海外

との交流については推進す

べきではあるが、現状を踏ま

えると規定を設けるには、内

容が高次元であることを踏

まえて、これらの規定を削除

した。（市民の責務を新たに

ここで規定すべきでないと

いう考えもあった。） 
 
 
第１項 
・自治基本条例は、一度制定

したら終わりではなく、その

条例の意義を北本市全体で

共有し、実効的に運用して初

めて意義のあるものである

から、「この条例を守り育て、
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３ 審議会の組織及び運営に関し、必要な事項は別に

定める。 
 
 
 
 
 
 
 
 （この条例の検証及び見直し） 
第２９条 市は、この条例を社会、経済情勢の変化等

に対応させるため、必要に応じ、検証及び見直しを

行うものとする。 
 

⑶ 前２号に定めるもののほか、まちづくりの推進

のため、市長が必要と認める事項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（この条例の検証及び見直し） 

第２７条 市長は、この条例を社会、経済等の情勢の

変化等に対応させるため、必要に応じ、検証し、及

び見直さなければならない。 
 
   附 則 
 （施行期日） 
１ この条例は、平成２１年１０月１日から施行す

る。 
 （特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償

に関する条例の一部改正） 
２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁

償に関する条例（昭和３１年条例第６号）の一部を

適切なまちづくりの推進を

図るため」市長の附属機関と

して、審議会を設置すること

とし、規定を設けた。 
第２項 
・審議会の審議事項を整理

し、規定した。 
第３項 
・市長の附属機関の組織に関

する事項については、規則で

定める。 
 
・文言の整理を行った。 
・「ければならない」に文尾

を整理した。 
 
 
 
・本条例で市長の附属機関と

して設置する北本市自治基

本条例審議会委員の報酬を

定めるもの。 
・規定を挿入する場所は、現

在の組織の順番を考慮し、整
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次のように改正する。 
  別表庁舎建設委員会委員の項の次に次のように

加える。 
自治基本条例

審議会委員 
日額 
 

５，７００円 
 

 

 

理した。 

 


